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            主     文 

       本件上告を棄却する。 

            理     由 

 弁護人大池かおりの上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑

訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

 所論に鑑み、原審裁判所がした送達の有効性に関し、職権で判断する。 

 １ 記録によれば、本件の事実関係は以下のとおりである。 

 ⑴ 被告人は、令和５年３月２３日、本件犯行により現行犯逮捕され、引き続き

勾留されたが、逮捕当初から人定事項を供述せず、同年４月１２日、住居不詳のま

ま起訴された。被告人は、第１審第１回公判期日における人定質問に対しても回答

をしなかった。第１審裁判所は、令和６年３月１８日、住居不詳のまま、被告人を

罰金４０万円に処し、未決勾留日数のうち、その１日を５０００円に換算してその

罰金額に満つるまでの分をその刑に算入する旨の判決を言い渡した。 

 第１審弁護人は、同日、控訴を申し立てた。第１審裁判所書記官は、同日、被告

人が釈放された直後、被告人に対し、控訴審の弁護人照会等のために被告人の帰着

先や連絡先を教えてほしいと述べたが、被告人は回答を拒否し、以後所在不明とな

っていた。 

 ⑵ 原審裁判所は、戸籍の附票に記載されている被告人の住所に宛てて、令和６

年４月１０日付け控訴審における弁護人選任に関する通知及び照会書等を発送した

が、「あて所に尋ねあたりません」との理由で返送された。 

 原審裁判所は、同月１９日、検察事務官から、不提出記録にて被告人の住居所を

探したが、住居所の記載がある記録は見付けられなかった旨を聴取した。また、同

年５月２０日、検察官から、同月８日付け戸籍の全部事項証明書等の提出を受けた
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が、戸籍の附票に記載されている被告人の住所に変更はなかった。 

 ⑶ 原審裁判所は、令和６年６月１９日、戸籍の附票に記載されている被告人の

住所に宛てて、控訴趣意書差出最終日通知書、公判期日召喚状、国選弁護人選任通

知書を書留郵便に付して送達し、同年７月２４日の第１回公判期日後、同住所に宛

てて、第２回公判期日召喚状を書留郵便に付して送達した（以下、これらを「本件

付郵便送達」という。）。原審裁判所は、同年８月７日の第２回公判期日におい

て、控訴棄却の判決を言い渡した。 

 ２ 所論は、本件付郵便送達により、被告人が公判期日を知らず、被告人不出頭

のまま審理を進めた原審裁判所の訴訟手続には法令違反があると主張する。 

 しかし、被告人は、第１審判決に対して控訴を申し立てながら、原審裁判所に対

して刑訴規則６２条１項の住居、送達受取人等の届出をしなかったのであるから、

刑訴規則６３条１項により書留郵便等に付して送達をすることができると解される

（最高裁平成１５年（あ）第２７９号同１９年４月９日第三小法廷決定・刑集６１

巻３号３２１頁参照）。そして、第１審判決に対して控訴を申し立てた被告人が、

裁判所から尋ねられても住居等を明らかにしなかったなどという本件の事情の下で

は、戸籍の附票に記載されている住所に宛てて送達された書類が現実には被告人に

届かないとしても、その不利益を被告人が受けるのはやむを得ないというべきであ

る。したがって、原審裁判所が同住所に宛てて行った本件付郵便送達は有効と解す

るのが相当である。 

 よって、刑訴法４１４条、３８６条１項３号、１８１条１項ただし書により、裁

判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 

(裁判長裁判官 渡辺惠理子 裁判官 林 道晴 裁判官 石兼公博 裁判官     
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